





































新型コロナウイルス感染症に
関連する特例制度のご案内

令和３年３月31日現在

制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
別枠 1,000万円

別枠　
8,000万円

運転
設備

７年以内
１０年以内

経営改善貸付
（金利引下げ）

経営支援特別融資
3,000万円

相談窓口：秋葉区役所産業振興課　商工観光係

当初３年間：
0.36％～0.75％
３年経過後：

1.26％～1.65％
無担保、据置は

5年以内

日 

本 

政 

策 

金 

融 

公 

庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。
①コロナウイルス感染症の影響により最近１か月の売上高が前年または前々年
の同期と比較して５％以上減少
②原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
③最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
④常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及び
娯楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業
主の方
⑤所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方

【特別利子補給制度について】
マル経融資（別枠）または新型コロナウイルス感染症特別貸付けを受けている
方であり、下記のいずれかの要件に該当する方は、後日、利息部分について、
いわゆる利子補給の制度が政府において設けられることになっており、利子補
給を受けることで、当初３年間は実質的に無利子でご利用頂けます。
①小規模事業者（個人）　  ：要件なし
②小規模事業者（法人）　  ：売上高▲15％減少
③中小企業者（①、②以外）：売上高▲20％減少

対象者：コロナウイルス感染症の影響により最近１か月の
売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少
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1.21％
別枠：0.31％（当初3年間）
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１０年以内運転
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新型コロナウイルス
感染症特別貸付

1.5％～2.2％
（保証料補助あり）

新型コロナ対策の最新支援情報は､
当所ホームページを活用下さい！

●広告募集中！●
ご愛読ありがとうございます

新潟市秋葉区滝谷町3番21号
TEL
FAX

0250（22）2015
0250（22）2050

㈱新潟日報サポート
新津支店

NIC新津

〒956-0864  新潟市秋葉区新津本町3丁目1番7号

TEL：0250-22-0121  FAX：0250-25-2332

URL：http://www.niitsu.or.jp/  E-mail：n-cci@fsinet.or.jp

■入会資格

■事業活動

■会　　費　年会費36,000円

青年部会員募集中!

(3) 2021.4.1 vol.841

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの雇用

保険料率は下表のとおりです。

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水

　面養殖および特定の船員を雇用する事業については一

　般の事業の率が適用されます。

～令和２年度から変更ありません～

新潟県事業継続支援金
　　（飲食店支援）について

令和３年３月１６日（火）から５月３１日（月）
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雇用調整助成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対し

て一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当

額等を助成するものです。

延長について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置を４月

30日まで延長いたします。

注意点など

　○休業・教育訓練の場合の助成率

　・中小企業：４/５（解雇等を行っていない場合は10/10）

　・大 企 業：２/３（解雇等を行っていない場合は３/４）

  ○学生アルバイト・パート労働者（※１）も対象（※２）

  （※１）週の所定労働時間が20時間未満の労働者

  （※２）「緊急雇用安定助成金」として支給

お問い合わせ

　ご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせ下さい。

　　学校等休業助成金・支援金、雇用助成金コールセンター

　　０１２０－６０－３９９９　受付時間　９：００～２１：００　土日・祝含む

　　　　　厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

令和３年度の雇用保険料率について


